
 

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホーム重要事項説明書 

（「登録事項等についての説明」の補足） 

 

                            作成日 2024 年 12 月 1 日 

「１.サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地」について 

開 設 年 月 日  平成 25 年 7 月 1 日 

住宅の管理者氏名※1  管理者 大塚 トヨ 

電話番号 / ＦＡＸ番号  ℡ 045-972-7095 / fax 045-270-2997 

ホームページアドレス  https://ryokuseikai-yokohama.jp/ 

 ※1 管理者を配置している場合に記入 

 

「２.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者」について 

ＦＡＸ番号  Fax 045-903-8264 

ホームページアドレス  https://ryokuseikai-yokohama.jp/ 

資本金(基本財産)  

主な出資者(出捐者)とその

金額又は比率 ※2 
 

設 立 年 月 日 平成元年 9月 29 日 

直近の事業収支決算額 ※３ (収益)1,503,466,214 円 (費用)1,491,035,631 円 (損益)12,430,583 円 

会計監査人との契約  無 ・ 有（       ） 

他の主な事業  特別養護老人ホーム事業/通所介護事業 他 

※2 出資(出捐)額の多い順に上位３者の氏名又は名称並びに各出資(出捐)額又は比率を記入。 

※3 原則として、収益は売上高＋営業外収益、費用は売上原価＋販売費及び一般管理費＋営業外費用、

損益は経常利益とする。 

 

「３.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所」について 

ＦＡＸ番号  Fax 045-270－2997 

ホームページアドレス  https://ryokuseikai-yokohama.jp/ 

 

「４.サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備」について 

建築基準法上の主要用途  寄宿舎 ・ 共同住宅 ・ 有料老人ホーム ・ その他 

建築物の耐火構造 耐火構造 ・ 準耐火構造 ・ その他（         ） 

消防用設備等 

消火器 無・有 

自動火災報知設備 無・有 

火災通報設備 無・有 

スプリンクラー 無・有  

防火管理者 無・有 

防災計画 無・有 



緊急通報装置等 

緊急連絡・安否確認 

緊急通報装置等の種類及び設置箇所 

浴室・トイレ・居室 緊急通報装置完備 

安否確認の方法・頻度等 

夕食は必ず食堂で喫食・外出時の送り出し・その他、ご家族等の依頼

により随時訪問 

 

「５.サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期（居住の用に供す 

る前である場合）」について 

（１）入居契約の状況等 

身元引受人等の条件及び義務

等※4 
なし 

生活保護受給者の受入れ対応   否 ・ 可 

事業者又は入居者が入居契約

を解除する場合の事由及び手

続等 ※5 

（契約の解除） 

第 11 条 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が

相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、そ

の期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除すること

ができる。 

 一 第４条第１項に規定する賃料支払義務 

 二 第５条第２項に規定する共益費支払義務 

 三 第７条第３項に規定する状況把握・生活相談サービス料金支払

義務 

 四 前条第１項後段に規定する費用負担義務 

２ 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の

期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間

内に当該義務が履行されずに当該義務違反により本契約を継続す

ることが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除す

ることができる。 

 一 第３条に規定する本物件の使用目的遵守義務 

 二 第９条各項に規定する義務（同条第３項に規定する義務のう

ち、別表第１第六号から第八号までに掲げる行為に係るものを除

く。） 

 三 その他本契約書に規定する乙の義務 

３ 甲は、乙が年齢を偽って入居資格を有すると誤認させるなどの不

正の行為によって本物件に入居したときは、本契約を解除すること

ができる。 

４ 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、そ

の相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することがで

きる。 

一 第８条各号の確約に反する事実が判明した場合 

二 契約締結後に自ら又は自らの役員が反社会的勢力に該当する

こととなった場合 

５ 甲は、乙が別表第１第六号から第八号までに掲げる行為を行った



場合には、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができ

る。 

前
年
度
に
お
け
る 

退
去
者
の
状
況 

退去先別の人数 

自宅等 0人 

社会福祉施設 0人 

医療機関 0人 

死亡者 0人 

その他 0人 

生前解約の状況 

事業者側の申し出 

0人 

（解約事由の例） 

入居者側の申し出 

0人 

（解約事由の例） 

自宅復帰、常時介護の対応可能な施設への転居 

体験入居の期間及び費用負担

等 
体験利用はなし 

※4 入居契約書に身元引受人や後見人等の選任を定めている場合に記入。 

※5 入居契約の条項に沿って、解除の事由及び手続、予告期間、前払金の返還時期等を正確に記入。 

 

「６.サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する

金銭」について 

（１）運営に関すること 

運営に関する方針 その人らしい生活を支援します 

サービスの提供内容に関する特色 外部サービス利用型（介護保険事業） 

運営懇談会の開催状況 ※6 

(開催回数、設置者の役職員を除く参

加者数、主な議題等) 

年 1 回開催 
地域自治会長 地域民生委員 他  
かやの樹の運営全般について 
 

 ※6 運営懇談会を設置している場合は記入。 

 

（２）苦情等の取り扱い 

苦情解決の体制（相談窓口､責任者､連

絡先、第三者機関の連絡先等） 

相談窓口は管理者（大塚トヨ）。苦情の対応は、法人本部及び

第三者委員会にて協議する。また、横浜市高齢施設課、建築

局を相談窓口として掲示している。 

事故発生時の対応（医療機関等との連

携、家族等への連絡方法・説明等） 

事故発生時マニュアルにて責任者、医療機関、ご家族等との

連絡体制・方法について定めている。 

事故発生の防止のための指針  無 ・ 有  

損害賠償（対応方針及び損害保険契約

の概要等） 
 介護保険・社会福祉事業者総合保険加入 



サービスの提供に伴う事故等が発生し

た場合の損害賠償保険等への加入 

 無 ・ 有   

有の場合の保険名(介護保険・社会福祉事業者総合保険) 

 

（３）医療 

協力医療機関（又は嘱託医）

の概要及び協力内容 

名  称 横浜総合病院 

診療科目 内科・脳外科・消化器科 他 

所在地 横浜市青葉区鉄町 2201 

距離及び所要時間 片道 2㎞ （車にて片道 5分） 

協力内容 日常の受診及び緊急時の対応 

協力歯科医療機関 

名  称 なし 

所在地 なし 

距離及び所要時間 なし 

協力内容 なし 

入居者が医療を要する場合の

対応（入居者の意思確認、医

師の判断、医療機関の選定、

費用負担、長期に入院する場

合の対応等） 

原則、受診の判断及び医療機関については、本人又はご家族に委ねる

。入居時にかかりつけ医等の情報を収集し、緊急時にどのように対応

するべきか事前に意見を聞いている。長期入院の場合の退去について

も期間は定めておらず状況をご家族と相談しながら決めている。あく

までも本人ご家族の意思を優先している。 

（４）職員体制                       

ア 職種別の職員数等                 (2024 年 9 月 1 日現在) 

   職 員 数 

常勤換算後の 夜 間 勤 務 職 員 数       

(19時～翌7時) 

（最少人数） 

備  考 

（資格・委託等） 人数 うち自立対応 

従業

者の

内訳 

管理者     (１)  
 

 介護支援専門員・介護福祉士 等 

生活相談員     (３) １ 准看護師・介護福祉士 等 

直接処遇職員     (   )     

 
介護職員     (   )     

看護職員     (   )     

機能訓練指導員     (   ) 

  

  

 

理学療法士     (   )   

作業療法士     (   )   

その他     (   )   

計画作成担当者     (   )   

医師     (   )   

栄養士     (１)   

調理員     (５)   

事務職員     (   )   

その他職員     (１２ )   

  合   計     (２２)   

介護に関わる職員体制 ※7 ：  以上 



注１) 職員数欄の(  )内は、非常勤職員数で内数。 

２) 直接処遇職員は、要介護者及び要支援者に対して介護サービスを提供する職員と自立者に対して

一時的な介護その他日常生活上必要な援助を行う職員を合わせた数とし、また、常勤換算後の人数

において、自立者対応の人数を内数で記入。 

  なお、特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要 

３）機能訓練指導員及び計画作成担当者が他の職務を兼務している場合は、職員数の人数に※印をつ

けるとともに、兼務している職名を備考欄に記入。 

４) 備考欄には、直接処遇職員や調理員等の委託、看護職員等の機能訓練指導員兼務、計画作成担当

者の介護支援専門員資格等を記入。 

５）状況把握等を行う職員を配置している場合は、生活相談員として記入。 

※7 特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要。 

イ 職員の状況 

管理者 

他の職務との兼務 １ あり  ２ なし 

兼務に係る
資格等 

１ あり  

 資格等の名称 介護支援専門員、介護福祉士 

２ なし 

 

看護職員 介護職員 生活相談員 
機能訓練 
指導員 

計画作成 
担当者 

常勤 
非常
勤 

常勤 
非常
勤 

常勤 
非常
勤 

常勤 
非常
勤 

常勤 
非常
勤 

前年度１年間の 
採用者数 

     0     

前年度１年間の 
退職者数 

     0     

業
務
に
従
事
し
た
経
験
年
数
に 

応
じ
た
職
員
の
人
数 

1 年未満      0     

1 年以上 
3 年未満 

     0     

3 年以上 
5 年未満 

     0     

5 年以上 
10 年未満 

     0     

10 年以上      3     

従業者の健康診断の実施状況 １ あり   ２ なし 

ウ 状況把握(安否確認)および生活相談サービスに係る職員の資格取得状況  

社会福祉士 ２人（ ２人） 医 師 人（  人） 

介護福祉士 ４人（ ２人） 看護師 人（  人） 

介護支援専門員 ５人（ ５人） 准看護師 ２人（  人） 

介護職員実務者研修修了者 人（  人） 資格なし ７人（  人） 

介護職員初任者研修修了者 ２人（  人）  

注１) 資格を複数持っている職員がいる場合は、社会福祉士、介護福祉士の順に優先して記入する。

他の資格を持っている職員を（ ）に外数で記入する。 

注２）介護職員基礎研修及び各ホームヘルパー研修修了者は、介護職員初任者研修に含めて記入する。 



（５）登録事項の情報開示 

入居希望者等
への 

情報開示 

重要事項説明書の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

入居契約書の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

管理規程の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

財務諸表の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

事業収支計画の公開  １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

 

（６）その他 

横浜市サービス付
き高齢者向け住宅
整備運営指導指針
に適合していない

事項 ※12 

＜適合していない事項がある場合の内容＞ 
 
 
 

※8 市の指針上適合していない事項について、指針の９～１３に該当する運営面に関することを記述
すること。なお、代替措置及び改善計画等は、別紙で明記することでも可 

 

○添付書類：別添１「サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービス等の一覧表」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
別

添
１

利
用

料
金

に
含

ま
れ

る
サ

ー
ビ

ス

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護
に
よ
り
提
供
さ
れ
る

サ
ー
ビ
ス
、
又
は
、
利
用
料
金

に
含
ま
れ
る
サ
ー
ビ
ス

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に

よ
り
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
、

又
は
、
利
用
料
金
に
含
ま
れ
る

サ
ー
ビ
ス

提
供
方
法
（
回
数
等
）

提
供
方
法
（
回
数
等
）

金
額
（
単
価
）

提
供
方
法
（
回
数
等
）

提
供
方
法
（
回
数
等
）

金
額
（
単
価
）

提
供
方
法
（
回
数
等
）

提
供
方
法
（
回
数
等
）

金
額
（
単
価
）

１
.
介

護
サ

ー
ビ

ス

①
巡
回

　

 
・
昼
間
　
6
 
時
～
　
時

有
・
無

　
朝
6
時
館
内
チ
ェ
ッ
ク

　
朝
6
時
館
内
チ
ェ
ッ
ク

　
朝
6
時
館
内
チ
ェ
ッ
ク

 
・
夜
間
　
2
1
時
～
　
時

有
・
無

　
夜
2
1
時
館
内
チ
ェ
ッ
ク

　
夜
2
1
時
館
内
チ
ェ
ッ
ク

　
夜
2
1
時
館
内
チ
ェ
ッ
ク

②
食
事
介
助

有
・
無

③
排
泄

　

 
・
排
泄
介
助

有
・
無

 
・
お
む
つ
交
換

有
・
無

 
・
お
む
つ
代

有
・
無

④
入
浴
等

　

 
・
清
拭

有
・
無

 
・
一
般
浴
介
助

有
・
無

 
・
特
浴
介
助

有
・
無

⑤
身
辺
介
助

　

 
・
体
位
交
換

有
・
無

 
・
居
室
か
ら
の
移
動

有
・
無

 
・
衣
類
の
着
脱

有
・
無

 
・
身
だ
し
な
み
介
助

有
・
無

⑥
機
能
訓
練

有
・
無

⑦
通
院
の
介
助

有
・
無

交
通

費
実

費
/
同

行
代

1
時

間
1
,
5
0
0
円

交
通

費
実

費
/
同

行
代

1
時

間
1
,
5
0
0
円

交
通

費
実

費
/
同

行
代

1
時

間
1
,
5
0
0
円

⑧
緊
急
時
対
応

　

 
・
ナ
ー
ス
コ
ー
ル

有
・
無

　
駆
け
つ
け
無
料

救
急
車
同
行
1
時
間

1
,
5
0
0
円

　
駆
け
つ
け
無
料

救
急
車
同
行
1
時
間

1
,
5
0
0
円

　
駆
け
つ
け
無
料

救
急
車
同
行
1
時
間

1
,
5
0
0
円

２
.
生

活
サ

ー
ビ

ス
①
家
事

　

 
・
清
掃

有
・
無

3
0
分

1
,
0
0
0
円

3
0
分

1
,
0
0
0
円

3
0
分

1
,
0
0
0
円

 
・
洗
濯

有
・
無

3
0
分

1
,
0
0
0
円

3
0
分

1
,
0
0
0
円

3
0
分

1
,
0
0
0
円

②
居
室
配
膳
・
下
膳

有
・
無

原
則
体
調
不
良
時
の
み

原
則
体
調
不
良
時
の
み

原
則
体
調
不
良
時
の
み

③
理
美
容

有
・
無

④
代
行

　

 
・
買
物

有
・
無

 
・
役
所
手
続

有
・
無

３
.
健

康
管

理
サ

ー
ビ

ス
 
・
健
康
診
断

有
・
無

 
・
健
康
相
談

有
・
無

回
数
時
間
関
係
な
く

回
数
時
間
関
係
な
く

回
数
時
間
関
係
な
く

 
・
生
活
指
導

有
・
無

回
数
時
間
関
係
な
く

回
数
時
間
関
係
な
く

回
数
時
間
関
係
な
く

 
・
医
師
の
往
診

有
・
無

４
.
入

退
院

時
、

入
院

中
の

サ
ー

ビ
ス

 
・
医
療
費

有
・
無

 
・
移
送
サ
ー
ビ
ス

有
・
無

５
.
そ

の
他

サ
ー

ビ
ス

　

 
・
ゴ
ミ
だ
し

有
・
無

希
望
者
の
み

希
望
者
の
み

希
望
者
の
み

 
・
服
薬
管
理

有
・
無

希
望
者
の
み
1
ヶ
月

3
,
0
0
0
円

希
望
者
の
み
1
ヶ
月

3
,
0
0
0
円

希
望
者
の
み
1
ヶ
月

 
・
行
事
参
加
費

有
・
無

内
容
に
よ
り
変
動

1
0
0
円

～
2
,
0
0
0
円

内
容
に
よ
り
変
動

1
0
0
円

～
2
,
0
0
0
円

内
容
に
よ
り
変
動

1
0
0
円

～
2
,
0
0
0
円

注
1
)
 
自

立
・

要
支

援
１

～
２

・
要

介
護

１
～

５
を

区
分

し
た

場
合

は
８

区
分

と
な

る
が

、
提

供
サ

ー
ビ

ス
内

容
が

同
じ

で
あ

る
場

合
等

は
、

適
宜

、
複

数
の

区
分

を
ま

と
め

る
こ

と
と

し
て

差
し

支
え

な
い

。
注

2
)
 
「

提
供

サ
ー

ビ
ス

の
別

」
の

「
利

用
料

金
」

と
は

、
前

払
金

お
よ

び
月

額
利

用
料

を
指

す
。

な
お

、
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

（
介

護
予

防
を

含
む

）
の

指
定

を
受

け
て

い
な

い
場

合
は

、
要

支
援

・
要

介
護

の
欄

は
、

「
利

用
料

金
に

含
ま

れ
る

サ
ー

ビ
ス

」
と

す
る

こ
と

。
注

3
)
 
各

サ
ー

ビ
ス

ご
と

に
提

供
方

法
（

回
数

等
）

及
び

金
額

（
費

用
負

担
等

）
を

明
示

す
る

こ
と

。
注

4
)
 
上

記
の

サ
ー

ビ
ス

項
目

以
外

に
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
状

況
等

に
応

じ
、

適
宜

、
項

目
の

順
序

の
変

更
、

項
目

の
追

加
等

を
行

っ
て

差
し

支
え

な
い

。
注

5
）

「
そ

の
他

サ
ー

ビ
ス

」
欄

は
、

上
記

以
外

の
サ

ー
ビ

ス
を

必
要

に
応

じ
て

記
入

す
る

こ
と

。サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
等
の
一
覧
表

区
　

　
　

　
　

分

提
供

サ
ー

ビ
ス

の
別

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
内
容
等

自
　

　
立

要
支

援
１

～
２

要
介

護
１

～
５

そ
の

都
度

徴
収

す
る

サ
ー

ビ
ス

そ
の

都
度

徴
収

す
る

サ
ー

ビ
ス

そ
の

都
度

徴
収

す
る

サ
ー

ビ
ス

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
（

介
護

予
防

を
含

む
）

の
指

定
　

（
 
有

 
・

 
無

 
）


